
経営基盤

リスク管理体制

【当行のリスク管理体制】

　各リスクの詳細については当行HP掲載の資料編P12 ～ P14に記載しております。
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※◎印 主管部　リスクの種類ごとの主管部を定め、所管リスクの体系的（組織横断的）管理をおこなう。

本部各部室による業務統轄
※本部各部室はその所管業務ごとに営業店、グループ会社等の業務運営を統轄（指導・管理）する。
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【当行グループのコンプライアンス体制】
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コンプライアンス委員会

委員長：リスク統轄部担当役員
副委員長：リスク統轄部長
委員：次の部の部長
経営企画部、イノベーション・デジタル戦略部、営業本部、
公務・地域連携部、融資審査部、国際営業部、人事総務部、金融大学校、
事務統轄部、業務サポート部

関係委員会
賞罰審査委員会　等

顧問弁護士　等

内部管理
統括責任者

監査部担当役員
監査部長

コンプライアンス態勢の管理者：リスク統轄部長
コンプライアンス統括部署：リスク統轄部

【コンプライアンス専門小委員会】

経営企画部 イノベーション・
デジタル戦略部 リスク統轄部 営業本部 公務・地域連携部

国際営業部 人事総務部 金融大学校 事務統轄部 業務サポート部

融資審査部

相互連携研修・ニュース等による情報還元 報告・連絡・相談

報告・連絡・相談

本部各部・営業店

法令等遵守責任者
全般的管理 研修・指示・点検等

指導・助言・牽制

牽制
法令等遵守管理者（コンプライアンス・オフィサー）

所属職員（自己啓発、自己規律）
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「私達の企業倫理と行動規範」、「反社会的勢力に対する基本方針」についてはP48をご覧ください。

コンプライアンス（法令等遵守）の体制

環境認識
　コンプライアンスは、公共性が強く求められる銀行において、いつの時代にあっても経営の原点です。
　当行では、役職員一人ひとりの行動がみなさまから信頼され、支持されることによって、地域社会の方々と揺るぎない信頼
関係を築き、「京都銀行は、安心と満足をもって長く付き合うことができる魅力ある銀行」と言われ続けるために、コンプライ
アンスを経営の最重要課題の一つと位置付け、その徹底を図っております。

　リスク統轄部担当役員を委員長とするコンプライアンス委員会にお
いてコンプライアンス上の問題等を一元的に管理し、対応をおこなう
など、体制の強化に努めております。
　コンプライアンスの実践については、年度毎に取締役会において「コ
ンプライアンス・プログラム」を制定し、本プログラムに沿って各種施
策を推進するとともに、「私達の企業倫理と行動規範」を制定し、従業
員への徹底に努めております。

　近年のマネー・ローンダリングやテロ資金供与の防止に向けた国際
的要請を踏まえ、これらへの対応を重要な経営課題と位置付け、リス
ク統轄部を主管部として同部内に「マネー・ローンダリング対策室」を
設置し、対策強化に取り組んでおります。
　また、「反社会的勢力に対する基本方針」を制定のうえ本方針に基づ
く体制整備をおこない、反社会的勢力との関係遮断に努めております。

「私達の企業倫理と行動規範」、「反社会的勢力に対する基本方針」についてはp.48をご覧ください。
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コンプライアンス（法令等遵守）の体制

コンプライアンス体制の確立と適切な運用


